
 

 

令和２年度から、これまで在宅重度心身障がい者を対象としていたタクシー利用料金の

助成の対象を拡大し、高齢者に対する助成も行います。 

 報道機関各位  

 

  

 

 

 

 

 

 

添付資料 有  無 

 

目 的 

この事業は、在宅で生活されている重度心身障がいをお持ちの方や高齢者の方で、交通手段が 

ないためにタクシーを利用する場合に、その料金の一部を助成することで経済的負担の軽減と 

福祉の増進を図ることを目的とします。 

対象者及び交付金 

① 重度心身障がい者・・・年額16,800円  ② 高齢者・・・年額12,000円 

対象者要件  

◆共通事項 

・町内に住所を有し、かつ居住する方。（※施設に入所している方は除く） 

・自動車税、軽自動車税の減免を受けていない方 

◆①に該当する方 

・身体障害者手帳のうち、肢体・視覚１、２級、心臓・肝臓・小腸・ぼうこう・直腸・呼吸器・

 肝機能１級 

・療育手帳のうち、判定区分Ａ１ 

◆②に該当する方 

・上記①に該当しない方で、年度中に満75歳以上の高齢者のみ世帯かつ自家用車を所有していな 

い世帯であって、本人及び世帯員全員が住民税非課税の方 
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